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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状又は棒状で且つ金属製の第１部材において、その外周面の少なくとも一部が、発泡
樹脂及び非発泡材によって被覆された状態とする、一段階又は複数段階の被覆工程と、
　前記第１部材を、金属製で且つ前記第１部材が内部に挿入可能となるように筒状に形成
された第２部材の内部に対して挿入設置する設置工程と、
　前記第１部材及び前記第２部材を、これらの軸方向が水平方向に沿うように配置した状
態で、加熱により前記発泡樹脂を前記第１部材及び前記第２部材の間で発泡させる加熱工
程と、を有し、
　前記第１部材において、前記非発泡材は、前記軸方向から見て、前記発泡樹脂が被覆さ
れた位置とは異なる位置に被覆され、
　前記加熱工程においては、
　前記第１部材は、前記非発泡材によって下方から支持されるように前記第２部材の内部
に配置されることを特徴とする金属樹脂複合体の製造方法。
【請求項２】
　前記非発泡材は、非発泡樹脂であることを特徴とする請求項１に記載の金属樹脂複合体
の製造方法。
【請求項３】
　前記加熱工程においては、前記非発泡材の少なくとも一部は、前記第１部材における最
下部の外周面の少なくとも一部と、前記第２部材における最下部の内周面の少なくとも一
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部と、により上下方向に関して挟まれた状態となることを特徴とする請求項１又は２に記
載の金属樹脂複合体の製造方法。
【請求項４】
　前記被覆工程において、前記第１部材の外周面の少なくとも一部は、前記第１部材と前
記発泡樹脂との間に接着剤層が挟まれている状態で、前記発泡樹脂によって被覆された状
態となることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の金属樹脂複合体の製造
方法。
【請求項５】
　前記被覆工程において、前記第１部材を被覆している前記発泡樹脂の表面にさらに接着
剤層が被覆された状態となることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の金
属樹脂複合体の製造方法。
【請求項６】
　前記第２部材の内周面の少なくとも一部に接着剤層が被覆された状態とする接着剤層被
覆工程をさらに有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の金属樹脂
複合体の製造方法。
【請求項７】
　前記被覆工程において、前記第１部材を被覆する前記発泡樹脂には、未発泡状態の発泡
可能樹脂が含まれ、前記加熱工程においては、前記発泡可能樹脂の発泡を行うことを特徴
とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の金属樹脂複合体の製造方法。
【請求項８】
　前記第１部材は、円筒状又は丸棒状であり、
　前記第２部材は、円筒状であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載
の金属樹脂複合体の製造方法。
【請求項９】
　前記第１部材は、角筒状又は角棒状であり、前記第２部材は、角筒状であることを特徴
とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の金属樹脂複合体の製造方法。
【請求項１０】
　前記発泡樹脂には、ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリスチレンのいずれかが含まれ
ることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の金属樹脂複合体の製造方法。
【請求項１１】
　前記発泡樹脂には、酸変性ポリオレフィンが含まれることを特徴とする請求項１乃至９
のいずれか１項に記載の金属樹脂複合板の製造方法。
【請求項１２】
　前記発泡樹脂には、有機変性された薄片状無機質粉末が含まれることを特徴とする請求
項１乃至１１のいずれか１項に記載の金属樹脂複合板の製造方法。
【請求項１３】
　金属製で且つ筒状又は棒状の第１部材と、
　金属製で且つ前記第１部材が内部に挿入可能となるように筒状に形成された第２部材と
中間層と、を有し、
　前記第１部材は前記第２部材の内部に挿入配置され、且つ、前記中間層は前記第１部材
の外側で且つ前記第２部材の内側に配置されており、
　前記中間層は、前記第１部材が前記第２部材の内部に対して挿入設置され、且つ、前記
第１部材の外周面の少なくとも一部が、発泡樹脂及び非発泡材によって被覆された状態で
あって前記第１部材及び前記第２部材の軸方向が水平方向に沿うように配置され、
　前記第１部材において、前記非発泡材が、前記軸方向から見て、前記発泡樹脂が被覆さ
れた位置とは異なる位置に被覆されたものであって、前記第１部材が前記非発泡材によっ
て下方から支持されるように前記第２部材の内部に配置された状態において、
　加熱により前記発泡樹脂を前記第１部材及び前記第２部材の間で発泡させたものである
ことを特徴とする金属樹脂複合体。
【請求項１４】
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　前記非発泡材は、非発泡樹脂であることを特徴とする請求項１３に記載の金属樹脂複合
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属製で且つ筒状又は棒状の内側部材と、金属製で且つ内側部材が内部に挿
入可能となるように筒状に形成された外側部材と、内側部材及び外側部材の間の中間層と
を有する金属樹脂複合体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、従来の車体構造材の一例が開示されている。特許文献１の技術におい
ては、一層の樹脂をベースとする材料１８を内部チューブ１６の表面に塗布し、次に内部
チューブ１６と外部シェル１４を組立てて、チューブ・イン・チューブ構造を形成してい
る（FIG. 1, 2, 6 参照）。このような構成により、著しく質量を増加せずに、ビーム１
２の剛性が著しく高められる。また、樹脂をベースとする層１８には気泡形成剤等が含ま
れており、且つ、気泡形成剤は、化学発泡剤又は物理発泡剤のいずれかの発泡剤を含んで
もよいとされ、層１８が熱硬化及び／又は膨張できる樹脂をベースとする材料である場合
、層１８は熱により硬化及び／又は膨張する。
【０００３】
【特許文献１】特表２００１－５０７６４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば自動車用のドアビーム等に、筒状又は棒状の金属製部材（以下、第１部材とする
）を、鋼製等の筒状部材（以下、第２部材とする）に挿入したものが使用されることがあ
る。ここで、第１部材は補強のために挿入される。
【０００５】
　ところで、発泡樹脂の加熱中（加熱直後）には、発泡樹脂において、発泡により樹脂全
体が膨張するような力が発生する。しかし、加熱が終了した後に、発泡が行なわれず、且
つ、樹脂全体がまだ硬化していない時期が発生する。そして、第１部材と第２部材との隙
間に樹脂を有する金属樹脂複合体を製造する場合には、通常、第１部材及び第２部材の軸
方向が水平方向に沿うように配置して製造することになる。そのため、加熱中においては
、内側の第１部材が、樹脂全体の膨張力により、樹脂中を降下することなく樹脂によって
保持されるが、上記の加熱後の時期においては、樹脂が軟らかいこと、発泡後の気体が収
縮すること等の理由により、第１部材が当初の目標位置よりも降下してしまう。そして、
第１部材の位置精度は強度面から重要である。
【０００６】
　そして、特許文献１の技術のように、（筒状でなく）溝状の部材同士を連結してその間
を樹脂で充填する場合には、例えば、各部材に支持用の鍔部等を形成することで、上側の
部材を下側部材に対して位置決めできるため、上側部材が樹脂中を降下してしまう問題は
生じにくい。しかし、特に、上記のように、筒状又は棒状の第１部材と、筒状の第２部材
との間に中間層を有する金属樹脂複合体を、第１部材及び第２部材の軸方向が水平方向に
沿うように配置して製造する場合には、第１部材の樹脂中での降下を防止するための部分
や部材がなく、樹脂がまだ硬化していない時期に、第１部材がその自重により軟らかい樹
脂中を降下してしまう上記の問題が生じやすい。
【０００７】
　そして、この場合には、第１部材の上方においては、樹脂が充填されていない隙間や、
発泡体の密度が低い部分が生じる。このような隙間や低密度部分が存在することで、補強
機能を有する樹脂の発泡体に関して設計通りの強度が得られない。
【０００８】
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　また、例えば両端で第１部材を支持するような位置決め装置を別途使用することは、組
立時の部品点数が増加してしまうことから望ましくない。さらに、部材の両端が覆われて
いるような場合には、このような位置決め装置を使用することもできない。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、簡易な構成により、目標とする位置に内側部材を配置できる
金属樹脂複合体及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る金属樹脂複合体の製造方法は、筒状又は棒
状で且つ金属製の第１部材において、その外周面の少なくとも一部が、発泡樹脂及び非発
泡材によって被覆された状態とする、一段階又は複数段階の被覆工程と、前記第１部材を
、金属製で且つ前記第１部材が内部に挿入可能となるように筒状に形成された第２部材の
内部に対して挿入設置する設置工程と、前記第１部材及び前記第２部材を、これらの軸方
向が水平方向に沿うように配置した状態で、加熱により前記発泡樹脂を前記第１部材及び
前記第２部材の間で発泡させる加熱工程と、を有する。
【００１１】
　この構成によると、加熱工程において、前記第２部材と前記第１部材との間が、発泡樹
脂の発泡により得られる発泡体及び非発泡材によって充填され、且つ、非発泡材がスペー
サーとなるので、加熱後の樹脂がまだ軟らかい状態で、第２部材と第１部材とがその下部
において接近することを防止でき、第２部材と第１部材との間の距離を目標距離に保つこ
とができる。そのため、この製造方法によると、簡易な構成により、目標とする位置に内
側部材を配置できる。その結果、樹脂の発泡体に関して設計通りの補強効果が得られる。
【００１２】
　なお、発泡樹脂とは、ベース樹脂となる合成樹脂の中に発泡剤が含まれるものであり、
加熱により発泡、硬化する。また、非発泡樹脂とは、ベース樹脂となる合成樹脂の中に発
泡剤が含まれないものである。
【００１３】
　被覆工程は、まとめて一段階で行なってもよく、複数段階に分けて行なってもよい。ま
た、本発明に係る金属樹脂複合体の製造方法には、被覆工程、設置工程、加熱工程は、上
記の記載順序に限られず、例えば、次のような順序で組み合わせることができる。
（１）被覆工程→設置工程→加熱工程
（２）設置工程→被覆工程→加熱工程
（３）被覆工程（第一段階）→設置工程→被覆工程（第二段階）→加熱工程
　なお、これらの工程の前後及び各工程間に別の工程が設けられていてもよい。
【００１４】
　また、例えば、ドアビームには、軽量で且つ高い強度を有することが求められる。そし
て、金属樹脂複合体をドアビームとして使用する場合に、挿入される第１部材が鋼製であ
ると、全体の重量が大きくなってしまう。そのため、第１部材としては、軽量のアルミニ
ウム等を用いることが望ましい。
【００１５】
　また、「被覆工程」には、第１部材に対して、第１部材とは別部材である非発泡材を被
覆することだけではなく、第１部材と非発泡材とを、押し出し成型等により、一体的に形
成することも含まれるものとする。
【００１６】
　また、「第１部材において、その外周面の少なくとも一部が、発泡樹脂及び非発泡材に
よって被覆された状態」とは、“完成品である金属樹脂複合体において、第１部材の外周
面の少なくとも一部に相当する部分”に、発泡樹脂及び非発泡材が配置された状態をいう
。そのため、「被覆工程」には、金属樹脂複合体の状態における第１部材と第２部材との
間の空間に、発泡樹脂及び非発泡材が配置されることが含まれるものとする。すなわち、
「被覆工程」には、第２部材の内周部に対して、(i)第２部材とは別部材である非発泡材
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を配置すること、(ii)第２部材と非発泡材とを押し出し成型等により一体的に形成するこ
と、及び、(iii)第２部材の内周部に発泡樹脂を配置することが含まれる。また、「被覆
工程」には、第１部材及び第２部材の一方に対して非発泡材を配置し、他方に対して発泡
樹脂を配置することも含まれるものとする。
【００１７】
　前記加熱工程においては、前記非発泡材の少なくとも一部は、前記第１部材における最
下部の外周面の少なくとも一部と、前記第２部材における最下部の内周面の少なくとも一
部と、により上下方向に関して挟まれた状態となってもよい。これによると、径方向断面
において一箇所で、内側部材を下方から支持できるので、少量の非発泡材を用いて、簡易
な構成により目標とする位置に内側部材を配置できる。
【００１８】
　前記被覆工程において、前記第１部材の外周面の少なくとも一部は、前記第１部材と前
記発泡樹脂との間に接着剤層が挟まれている状態で、前記発泡樹脂によって被覆された状
態となってもよい。これによると、第１部材と中間層とが強固に接着され、これらの間に
隙間が発生しにくい製品が得られる。
【００１９】
　前記被覆工程において、前記第１部材を被覆している前記発泡樹脂の表面にさらに接着
剤層が被覆された状態となってもよい。これによると、第２部材と中間層とが強固に接着
され、これらの間に隙間が発生しにくい製品が得られる。
【００２０】
　前記第２部材の内周面の少なくとも一部に接着剤層が被覆された状態とする接着剤層被
覆工程をさらに有してもよい。これによると、第２部材と中間層とが強固に接着され、こ
れらの間に隙間が発生しにくい製品が得られる。
【００２１】
　また、この場合には、本発明に係る金属樹脂複合体の製造方法に接着剤層被覆工程が含
まれ、被覆工程、設置工程、加熱工程、接着剤層被覆工程は、例えば、次のような順序で
組み合わせることができる。
（１）接着剤層被覆工程→被覆工程→設置工程→加熱工程
（２）被覆工程→接着剤層被覆工程→設置工程→加熱工程
（３）接着剤層被覆工程→設置工程→被覆工程→加熱工程
（４）設置工程→接着剤層被覆工程→被覆工程→加熱工程
（５）接着剤層被覆工程→被覆工程（第一段階）→設置工程→被覆工程（第二段階）→加
熱工程
（６）被覆工程（第一段階）→接着剤層被覆工程→設置工程→被覆工程（第二段階）→加
熱工程
（７）被覆工程（第一段階）→設置工程→接着剤層被覆工程→被覆工程（第二段階）→加
熱工程
　なお、これらの工程の前後及び各工程間に別の工程が設けられていてもよい。
【００２２】
　前記被覆工程において、前記第１部材を被覆する前記発泡樹脂には、未発泡状態の発泡
可能樹脂が含まれ、前記加熱工程においては、前記発泡可能樹脂の発泡を行ってもよい。
これによると、第１部材及び第２部材が直接接触することをより確実に抑止できる。
【００２３】
　前記非発泡材は、非発泡樹脂であってもよい。上記のように、第１部材及び第２部材は
金属製である。そして、例えば、第１部材をアルミニウムとし、且つ、第２部材を鋼製部
材とした場合において、第１部材（アルミニウム）と第２部材（鋼製部材）とが、互いに
通電可能な状態になっていると、これらに電食（腐食）が発生してしまう。そして、例え
ば、非発泡材が金属部材の場合には、第１部材及び第２部材が通電可能な状態になる。そ
こで、第１部材と第２部材との隙間に非発泡樹脂を挟むことで金属樹脂複合体を構成する
ことにより、これらが互いに通電可能な状態を回避することができる。その結果、第１部
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材及び第２部材の電食を防止できる。
【００２４】
　前記第１部材は、円筒状又は丸棒状であり、前記第２部材は、円筒状であってもよい。
これによると、例えば、第１部材及び第２部材の軸中心を一致させることにより、強度に
関して、方向依存性の少ない金属樹脂複合体が得られる。
【００２５】
　前記第１部材は、角筒状又は角棒状であり、前記第２部材は、角筒状であってもよい。
これによると、単純な形状とすることで、第１部材及び第２部材を容易に製造できる。
【００２６】
　前記発泡樹脂には、ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリスチレンのいずれかが含まれ
ていてもよい。これらは、いずれも化学発泡剤の加熱発泡温度とのバランスから最適と考
えられる樹脂であるため、この構成により、いずれが含まれていても、良好な発泡が得ら
れる。
【００２７】
　前記発泡樹脂には、酸変性ポリオレフィンが含まれていてもよい。これによると、発泡
樹脂に酸変性ポリオレフィンが含まれることで発泡樹脂と金属との親和性が高くなる。そ
のため、発泡後の発泡樹脂と第１部材及び第２部材との粘着性が向上し、位置ずれが生じ
にくくなる。
【００２８】
　なお、酸変性ポリオレフィンとしては、樹脂を構成するポリマーを事後的に酸化処理し
て、ポリマーの主鎖または側鎖に酸基を導入したもの、或いは、オレフィン系モノマーと
共に少量のアクリル酸、メタクリル酸、または無水マレイン酸などの酸基を有するモノマ
ーを共重合させたものが挙げられるが、これらに制限されるものではない。
【００２９】
　前記発泡樹脂には、有機変性された薄片状無機質粉末が含まれていてもよい。これによ
ると、発泡樹脂に有機変性された薄片無機質粉末が含まれることで微細発泡が可能となり
、且つ、発泡樹脂層の強度が増す。そのため、発泡後の発泡樹脂と、第１部材および第２
部材との接着強度が増大し、位置ずれが生じにくくなる。
【００３０】
　変性により薄片状無機質粉末の層間に官能基を導入することを、薄片状無機質粉末に有
機変性を付与するという。ここで、官能基の導入に用いる有機化剤としては、1～４級ア
ンモニウム塩、４級ホスホニウム塩、ヘキシルアンモニウムイオン、オクチルアンモニウ
ムイオン、２－エチルヘキシルアンモニウムイオン、ドデシルアンモニウムイオン、ラウ
リルアンモニウムイオン、オクタデシルアンモニウムイオン、ジオクチルジメチルアンモ
ニウムイオン、トリオクチルアンモニウムイオン、ジオクタデシルジメチルアンモニウム
イオン、トリオクタデシルアンモニウムイオン等が挙げられる。これらの有機変性処理に
よって、薄片状無機質粉末の層間に存在する金属カチオンを、それらの４級塩などで置換
・導入すると、層間の分離が促進され、無機質粉末が、微細燐片状で樹脂マトリックス全
体に拡散し、ガスバリア促進作用がより効果的に発揮される。
【００３１】
　また、薄片性無機質粉末は、薄片状の結晶が重なり合った構造の粉末で、溶融した熱可
塑性樹脂層内でそれらが微細な燐片状に分離しつつ拡散する特性を備えたものであればよ
い。その具体例としては、薄片状（層状）無機質粉末、例えば、モンモリロナイト（ベン
トナイト）、クレー、ハイデライト、ノントロナイト、サポナイト、バイデライト、ヘク
トライト、スティブンサイト等の粘性鉱物、バーミキュライト、ハロイサイト等の天然雲
母または膨潤性雲母等が挙げられるまた、これらは天然物でも合成物でもよい。
【００３２】
　また、上記の目的を達成するために、本発明に係る金属樹脂複合体は、金属製で且つ筒
状又は棒状の第１部材と、金属製で且つ前記第１部材が内部に挿入可能となるように筒状
に形成された第２部材と、中間層と、を有している。そして、前記第１部材は前記第２部
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材の内部に挿入配置され、且つ、前記中間層は前記第１部材の外側で且つ前記第２部材の
内側に配置されており、前記中間層は、前記第１部材が前記第２部材の内部に対して挿入
設置され、且つ、前記第１部材の外周面の少なくとも一部が、発泡樹脂及び非発泡材によ
って被覆された状態であって前記第１部材及び前記第２部材の軸方向が水平方向に沿うよ
うに配置された状態において、加熱により前記発泡樹脂を前記第１部材及び前記第２部材
の間で発泡させたものである。これによると、簡易な構成により、目標とする位置に内側
部材を配置できる金属樹脂複合体が得られる。
【００３３】
　前記非発泡材は、非発泡樹脂であってもよい。これによると、第１部材及び第２部材の
電食を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、ここでは
、本発明に係る金属樹脂複合体が自動車用のドアビームに適用される一実施形態について
説明する。
【００３５】
　図１は、本実施形態に係る金属樹脂複合体の、加熱前及び加熱後の状態を示しており、
（ａ）は加熱前複合体を示す径方向断面概略図、（ｂ）は加熱後の金属樹脂複合体を示す
径方向断面概略図である。図２は、図１（ａ）のＡ－Ａ’矢視図に相当する側面視概略図
であり、外側の第２部材を省略して示している。なお、図１の断面位置は、図２のＣ－Ｃ
’位置に相当する。図３は、図１における内側の第１部材の斜視概略図である。図４は、
本実施形態に係る金属樹脂複合体の製造方法における、被覆工程経過後の状態を示す斜視
概略図である。図５は、本実施形態に係る金属樹脂複合体の製造方法における、設置工程
を説明するための斜視概略図である。図６は、本実施形態に係る金属樹脂複合体の製造方
法における、設置工程経過後の状態を示す斜視概略図である。図７は、本実施形態に係る
金属樹脂複合体の製造方法における、加熱工程経過後の金属樹脂複合体を示す斜視概略図
である。
【００３６】
（全体構成）
　まず、本発明の一実施形態に係る金属樹脂複合体の全体構成について説明する。本実施
形態に係る金属樹脂複合体１は、図１（ｂ）、図７に示すようなものであり、内側の第１
部材２と、外側の第２部材５と、これらの間に充填された中間層６とを有して構成される
。第１部材２は金属製で且つ棒状に形成されており、第２部材５は、金属製で且つ筒状に
形成されている。また、第１部材２は第２部材５の内部に挿入配置され、且つ、中間層６
は第１部材２の外側で且つ第２部材５の内側に充填配置されている。
【００３７】
　ドアビームには、軽量で且つ高い強度を有することが求められ、これを満たすため、金
属樹脂複合体１においては、第２部材５の内部に第１部材２を挿入することにより、せん
断力や曲げに対する強度を高く維持しており、また、これらの間に絶縁体である中間層を
設けることにより、さらに全体を補強しつつ、第１部材２と第２部材５との接触による金
属部材の電食を防止している。以下、各構成部材の詳細について説明する。
【００３８】
（第１部材）
　第１部材２は、上記のように、第２部材５の内部に挿入される補強部材であり、金属製
で且つ丸棒状に構成されている（図３参照）。より詳細には、第１部材２はアルミニウム
製である。このように、軽量で且つ金属製の補強部材を用いることにより、金属樹脂複合
体１において、軽量であること、及び、高い強度を有すること、の両方が満たされる。な
お、第１部材は、軽量金属部材であることが望ましいが、アルミニウム製のものには限ら
れず、例えば、銅製、鋼製、ステンレス製ものであってもよい。
【００３９】
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（第２部材）
　第２部材５は、金属製で、且つ、第１部材２が内部に挿入可能となるように円筒状に形
成されている（図５参照）。より詳細には、第２部材５は鋼製である。なお、第２部材５
は、強度の高い金属部材であれば、鋼製のものには限られず、例えば、銅製、アルミニウ
ム製、ステンレス製であってもよい。
【００４０】
（中間層）
　中間層６は、上記のように第１部材２の外側で且つ第２部材５の内側に充填配置される
。中間層６は、第１部材２が第２部材５の内部に対して挿入設置され、且つ、第１部材２
の外周面の少なくとも一部が、発泡樹脂及び非発泡樹脂によって被覆された状態であって
、第１部材２及び第２部材５の軸方向が水平方向に沿うように配置された状態において、
加熱により発泡樹脂を第１部材２及び第２部材５の間で発泡させたものである（詳細につ
いては製造方法の説明において後述する）。また、中間層６は、発泡樹脂の発泡による発
泡体と、非発泡樹脂（非発泡材）とを含む（詳細は後述する）。
【００４１】
　なお、第１部材の外周面及び第２部材の内周面の、一方または両方に対して表面処理加
工を行なってもよい。表面処理加工としては、化成処理、陽極酸化処理、シランカップリ
ング処理等が挙げられる。これらの表面処理加工を第１部材及び第２部材に施すことで、
腐食を防止できる。以下、各表面処理加工の性質及び効果を示す。
【００４２】
　化成処理とは、表面に化学的に非金属の化成皮膜を形成することをいい、例えば、クロ
ム系（リン酸クロメート、クロムクロメートなど）、ノンクロム系（リン酸亜鉛など）の
薬剤を用いる表面処理が挙げられる。この化成処理を第１部材及び第２部材に施すことで
、耐食性、塗料との親和性が向上する。
【００４３】
　陽極酸化処理とは、第１部材または第２部材を陽極とした電気化学的方法によって人工
的に酸化被膜を形成する処理をいう。本技術においては、一般的な陽極酸化処理方法を採
用できる。この陽極酸化処理を第１部材及び第２部材に施すことで、耐食性、耐摩耗性が
向上する。
【００４４】
　シランカップリング処理とは、反応性基（又は官能基）を有する加水分解縮合性有機ケ
イ素化合物を用いて、表面にシランカップリング層を設ける処理である。具体的には、シ
ランカップリング剤として、ハロゲン含有シランカップリング剤、エポキシ基含有シラン
カップリング剤（３－グリシジルオキシプロピルトリメトキシシランなど）、アミノ基含
有シランカップリング剤、メルカプト基含有シランカップリング剤、ビニル基含有シラン
カップリング剤、（メタ）アクリロイル基含有シランカップリング剤などを適宜使用でき
る。このシランカップリング処理を第１部材及び第２部材に施すことで、接着性、耐食性
、物理強度が向上する。
【００４５】
（製造方法）
　次に、本実施形態に係る金属樹脂複合体１の製造方法について説明する。まず、第１部
材２が準備される。最初の状態においては、図３に示すように、第１部材２は、その外周
面２ｓに何も被覆されていない状態となっている。
【００４６】
　　（被覆工程）
　次に、図４に示すように、第１部材２において、その外周面２ｓの一部が、発泡樹脂３
及び非発泡樹脂４によって被覆された状態とする（被覆工程）。図４は、被覆工程を経た
後の第１部材２を示している。
【００４７】
　より詳細には、この被覆工程において、発泡樹脂３は、二つのブロックとして第１部材
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２の表面に被覆され、この二つの発泡樹脂３，３の軸方向の長さは、それぞれ、第１部材
２の軸方向の長さとほぼ等しく、且つ、発泡樹脂３，３は、第１部材２の軸方向に沿って
配置される（図２、４参照）。また、非発泡樹脂４は、二つのブロックとして第１表面に
被覆され、二つの非発泡樹脂４，４それぞれの軸方向長さは、第１部材２の軸方向長さの
半分よりも短く、且つ、この二つの非発泡樹脂４，４は、第１部材２の軸方向に関する両
端付近にそれぞれ配置される。また、二つの非発泡樹脂４，４は、正面視（図２のＤ－Ｄ
’矢視参照）において互いに重なるように、同一軸線上に配置される。そして、図１（ａ
）、図４に示すように、第１部材２の径方向断面において、二つの発泡樹脂３，３、非発
泡樹脂４は、非発泡樹脂４が図における最下部に位置し、且つ、二つの発泡樹脂３，３が
上方に位置するように、外周面２ｓ上にほぼ１２０度間隔で互いに離隔して配置される。
なお、以後の説明においては、特記しない限り、二つの発泡樹脂３，３をまとめて“発泡
樹脂３”と示し、二つの非発泡樹脂４，４をまとめて“非発泡樹脂４”と示す。
【００４８】
　また、被覆工程において被覆された非発泡樹脂４には、径方向に関しての厚みが、最終
製品である金属樹脂複合体１における第２部材５と第１部材２との間の設計目標距離（図
１（ａ）参照）に等しい部分が含まれる。すなわち、被覆工程においては、非発泡樹脂４
の少なくとも一部分において、その径方向に関する厚みを、金属樹脂複合体１において非
発泡樹脂４が配置される部分における、第２部材５と第１部材２との間の設計目標距離に
設定する。すなわち、非発泡樹脂４は、第１部材２を、樹脂の硬化中に移動しないように
支持して、第１部材２を、最終的な目標位置に位置決めしておくためのものである。
【００４９】
　ここで、“発泡樹脂”とは、ベース樹脂となる合成樹脂の中に発泡剤が含まれるもので
あり、加熱により発泡、硬化する。また、“非発泡樹脂”とは、ベース樹脂となる合成樹
脂の中に発泡剤が含まれないものである。ベース樹脂の樹脂成分は特に限定されないが、
望ましいものとして、ポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリウレタン系樹脂
、ポリエステル系樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ゴムな
どが挙げられる。ベース樹脂として好ましいのは、ポリオレフィン系、ポリウレタン系、
ポリスチレン系樹脂である。これらは、いずれも化学発泡剤の加熱発泡温度とのバランス
から最適と考えられる樹脂であるため、発泡樹脂としていずれが含まれていても、良好な
発泡が得られる。また、特に好ましいのは、ポリオレフィン系樹脂であり、剛性の高いポ
リオレフィン系樹脂を使用することによって、得られる金属樹脂複合体の剛性を高めるこ
とができる。
【００５０】
　また、含まれる発泡剤としては、有機発泡剤、無機発泡剤のいずれも使用可能である。
有機発泡剤の成分としては、例えば、アゾ化合物、ニトロソ化合物、スルホニルヒドラジ
ド化合物等の使用が可能であり、より具体的には、アゾジカルボンアミド、アゾジカルボ
ン酸バリウム、アゾビスイソブチロニトリル、N,N'-ジニトロソペンタメチレンテトラミ
ン、p-トルエンスルホニルヒドラジド、p,p'-オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジ
ド）、ヒドラゾジカルボンアミド、ジフェニルスルホン-3,3-ジスルホンヒドラジド、p-
トルエンスルホニルセミカルバジド、トリヒドラジノトリアジン、ビウレアなどが挙げら
れる。無機発泡剤の成分としては、例えば、炭酸ナトリウム、炭酸亜鉛など、さらに、熱
膨張性マイクロカプセルなどが挙げられる。これらの発泡剤成分の中でも、１２０度以上
、より好ましくは１５０度以上に加熱することにより発泡するものが望ましい。尚、上記
の発泡剤成分は、一種を単独で使用してもよく、二種以上を組み合わせて使用してもよい
。また、上記発泡剤成分は、発泡樹脂の樹脂成分中、１～１０質量％含まれていることが
好ましく、２～５質量％含まれていることがより好ましい。
【００５１】
　なお、樹脂の被覆は様々な方法を用いて行うことができる。例えば、金属部材と発泡樹
脂との間に接着剤層が設けられる場合があるが（後述する変形例参照）、そのような場合
に、押出機を用いて、接着剤層、発泡樹脂層を被覆してもよい。また、樹脂シートが巻回
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された加熱ロールを用いて、加熱ロール及び第１部材の軸方向を一致させ、加熱ロールを
回転させつつ、第１部材を周方向に回転させながら軸方向に移動させ、樹脂シートを前進
する第１部材に螺旋状に巻き付けることで、樹脂を被覆してもよい。また、加熱ロール及
び第１部材の軸方向を直交させ、第１部材を周方向に回転させずに軸方向に移動させ、軸
方向に沿って樹脂シートを貼り付けるようにして樹脂を被覆してもよい（本実施形態が該
当する）。
【００５２】
　なお、本実施形態においては、第１部材２の外周面２ｓの（全体でなく）一部が、発泡
樹脂３及び非発泡樹脂４によって被覆されているが（図１（ａ）、図４参照）、外周面の
少なくとも一部が、発泡樹脂及び非発泡樹脂によって被覆された状態となっていればよい
。そのため、このような被覆の形態には限られず、本実施形態とは異なる部分において、
外周面が部分的に発泡樹脂及び非発泡樹脂によって被覆されてもよく、また、第１部材の
外周面全体が発泡樹脂及び非発泡樹脂によって被覆されてもよい。
【００５３】
　　（設置工程）
　次に、被覆工程を経てその外周面２ｓの一部が、発泡樹脂３及び非発泡樹脂４によって
被覆された第１部材２を第２部材の内部に対して挿入設置する（配置工程）。そして、第
１部材２及び第２部材５の軸方向が水平方向に沿うようにこれらを配置する（図６参照）
。図５には、設置工程前の第１部材２及び第２部材５を示しており、図６には、設置工程
を経た後の第１部材及び第２部材５を示している。また、被覆工程及び設置工程を経た後
の、加熱工程を行なうことができる（加熱工程直前の）状態の第１部材２、第２部材５（
及び、発泡樹脂３及び非発泡樹脂４）の組立体を、加熱前複合体１ｐとする（図１（ａ）
、図６参照）。
【００５４】
　なお、本実施形態においては、設定工程において第１部材２及び第２部材５の軸方向が
水平方向に沿うように配置されているが、加熱工程においてこのように配置された状態に
なっていればよく、設置工程においては、第１部材２及び第２部材５の軸方向が水平方向
に沿うように配置されていなくてもよい。そのため、設置工程では、例えば、第１部材２
及び第２部材５の軸方向が垂直方向に沿うようにこれらを配置してもよい。
【００５５】
　　（加熱工程）
　次に、第１部材２及び第２部材５を、これらの軸方向が水平方向に沿うように配置した
状態で、加熱前複合体１ｐを加熱し、発泡樹脂３を第１部材２及び第２部材５の間で発泡
させる（加熱工程）。ここで、第１部材２及び第２部材５を、これらの軸方向が水平方向
に沿うように配置するのは、第１部材２及び第２部材を安定して固定するためである。そ
して、この加熱工程を経ることで、発泡樹脂３が発泡して膨張、硬化し、第１部材２と第
２部材５との間の隙間が、中間層６によって充填されて金属樹脂複合体１となる。図７に
は、加熱工程を経た金属樹脂複合体１を示している。また、加熱工程においては、少なく
とも発泡樹脂３を加熱するように、加熱前複合体１ｐを加熱する。また、上記のように、
中間層６は、発泡樹脂３の発泡による発泡体３ｈと、非発泡樹脂（非発泡材）４とを含ん
で構成される（図１（ｂ）、図７参照）。
【００５６】
　また、上記のように、二つの非発泡樹脂４，４のそれぞれの軸方向長さは、第１部材２
の軸方向長さの半分よりも短く、そのため、非発泡樹脂４の軸方向長さ（二つの非発泡樹
脂４，４の長さを合計した長さ）は、第１部材２の軸方向長さよりも短い。すなわち、非
発泡樹脂４は、第１部材２の軸方向に関しての一部を被覆している。以上により、加熱前
の段階において、非発泡樹脂４は、第１部材２における最下部の外周面２ｔの一部（軸方
向に関しての一部）と、第２部材５における最下部の内周面５ｔの一部（軸方向に関して
の一部）と、により上下方向に関して挟まれた状態となっており（図１（ａ）、２、４、
５、６参照）、加熱工程においては、その状態の加熱前複合体１ｐが加熱される。



(11) JP 5133126 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

【００５７】
　なお、本実施形態では、加熱工程において、非発泡樹脂４は、第１部材２における最下
部の外周面２ｔの一部と、第２部材５における最下部の内周面５ｔの一部と、により上下
方向に関して挟まれた状態となっているが、加熱工程において、非発泡樹脂の少なくとも
一部が、第１部材における最下部の外周面の少なくとも一部と、第２部材における最下部
の内周面の少なくとも一部と、により上下方向に関して挟まれた状態となっていればよく
、本実施のような形態には限られない。具体的に説明すると、例えば、本実施形態におい
ては、非発泡樹脂４の内周面及び外周面の周方向に関しての“全体”が、上下方向に関し
て挟まれた状態となっているが、非発泡樹脂が、本実施形態に係る非発泡樹脂よりも周方
向長さが長く形成されていてもよく、この場合に（当該長くなった部分は、最下部によっ
て上下方向に関して挟まれることはないので）非発泡樹脂の“一部”が、上下方向に関し
て挟まれた状態となっていてもよい。また、本実施形態においては、非発泡樹脂４は、第
１部材２における最下部の外周面２ｔの（軸方向に関する）“一部”と、第２部材５にお
ける最下部の内周面５ｔの（軸方向に関する）“一部”と、により上下方向に関して挟ま
れた状態となっているが、非発泡樹脂の軸方向の長さが、第１部材の軸方向の長さ以上で
あってもよく、この場合に、非発泡樹脂が、第１部材における最下部の外周面の（軸方向
に関しての）“全体”と、第２部材における最下部の内周面の（軸方向に関しての）“全
体”と、により上下方向に関して挟まれた状態となっていてもよい。
【００５８】
　また、本実施形態の製造方法においては、被覆工程、設置工程、加熱工程は、被覆工程
→設置工程→加熱工程という順序で実施されるが、このような順序には限られず、例えば
、設置工程→被覆工程→加熱工程という順序で組み合わせることができる。すなわち、被
覆前の第１部材を第２部材の内部に対して挿入設置し、その後に、発泡樹脂及び非発泡樹
脂を第１部材と第２部材との間に挿入して第１部材に発泡樹脂及び非発泡樹脂を被覆し、
その後加熱してもよい。
【００５９】
　また、本実施形態においては、被覆工程はまとめて一段階で行なうが、複数段階に分け
て行なってもよい。その結果、製造方法において、被覆工程（第一段階）→設置工程→被
覆工程（第二段階）→加熱工程という順序の組み合わせも考えられる。この場合には、例
えば被覆工程の第一段階において非発泡樹脂のみを第１部材に被覆し、その状態で第１部
材を第２部材の内部に挿入し（設置工程）、その後、被覆工程の第二段階において発泡樹
脂を第１部材に被覆し、その後加熱してもよい。また、これらの工程の前後及び各工程間
に別の工程が設けられていてもよい。また、例えば、被覆工程→設置工程→加熱工程とい
う順序には、被覆工程（第一段階）→被覆工程（第二段階）→設置工程→加熱工程という
順序も含まれる。
【００６０】
　また、本実施形態においては、非発泡材として非発泡樹脂が用いられているが、非発泡
材は、金属材料であってもよい（後述する変形例参照）。ただし、非発泡樹脂を用いるこ
とにより、第１部材及び第２部材における電食の発生を防止できる。
【００６１】
（効果）
　次に、本実施形態に係る金属樹脂複合体１及びその製造方法による効果について説明す
る。金属樹脂複合体１の製造方法は、棒状で且つ金属製の第１部材２において、その外周
面２ｓの一部が、発泡樹脂３及び非発泡樹脂４によって被覆された状態とする、一段階の
被覆工程と、第１部材２を、金属製で且つ第１部材２が内部に挿入可能となるように筒状
に形成された第２部材５の内部に対して挿入設置する設置工程と、第１部材２及び第２部
材５を、これらの軸方向が水平方向に沿うように配置した状態で、加熱により発泡樹脂３
を第１部材２及び第２部材５の間で発泡させる加熱工程と、を有する。
【００６２】
　この構成により、加熱工程において、第２部材５と第１部材２との間が、発泡樹脂３の
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発泡により得られる発泡体３ｈ及び非発泡樹脂４によって充填され、且つ、非発泡樹脂４
がスペーサーとなるので、加熱後の樹脂がまだ軟らかい状態で、第２部材５と第１部材２
とがその下部において接近することを防止でき、第２部材５と第１部材２との間の距離を
目標距離に保つことができる。そのため、この製造方法によると、簡易な構成により、目
標とする位置に第１部材２（内側部材）を配置できる。その結果、第１部材２及び第２部
材５が直接接触することを抑止できるので、第１部材２（又は第２部材５）の電食を防止
でき、また、樹脂の発泡体３ｈに関して設計通りの補強効果が得られる。
【００６３】
　より具体的には、加熱しても非発泡樹脂４の厚みは変わらないので、被覆工程において
、非発泡樹脂４の少なくとも一部分の径方向に関する厚みを、金属樹脂複合体１の当該一
部分における第１部材２と第２部材５との間の設計目標距離に設定することで、第１部材
２と第２部材５との位置関係を、目標通りのものとすることができる（図１（ａ）、（ｂ
）参照）。また、例えば、発泡樹脂３の発泡条件を自動車電着塗装時の加熱条件に合わせ
ることで、電着塗装工程を発泡のための加熱工程として利用できる。
【００６４】
　本実施形態に係る金属樹脂複合体１の製造方法による効果について、図１５乃至１７の
参考例を参照しつつさらに詳細に説明する。図１５乃至図１７は、本実施形態とは異なり
、非発泡樹脂が含まれない加熱前複合体９０１ｐを加熱して金属樹脂複合体９０１を製造
する参考例に係る技術について説明するものであり、図１５は、参考例に係る金属樹脂複
合体における加熱前及び加熱中（加熱直後）の状態を示しており、（ａ）は加熱前複合体
を示す径方向断面概略図、（ｂ）は加熱中（加熱直後）の金属樹脂複合体を示す径方向断
面概略図である。図１６は、参考例に係る金属樹脂複合体において、加熱後であって図１
５（ｂ）からさらに時間が経過した後の状態（第１パターン）を示す径方向断面概略図で
ある。図１７は、参考例に係る金属樹脂複合体において、加熱後であって図１５（ｂ）か
らさらに時間が経過した後の状態（第２パターン）を示す径方向断面概略図である。なお
、図１５乃至１７において、符号４０２ｓ、４０５ｓ、４０６を付した部分は、それぞれ
、上記の実施形態において、符号２ｓ、５ｓ、６を付した部分に相当する。
【００６５】
　参考例に係る加熱前複合体９０１ｐには、非発泡樹脂が含まれず、第１部材９０２の表
面には、発泡樹脂９０３のみが被覆されている（図１５（ａ）参照）。そして、発泡樹脂
の加熱中は、発泡により樹脂全体が膨張するような力が発生するため、図１５（ｂ）に示
すように、加熱中（加熱直後）においては、内側の第１部材９０２が、樹脂中を降下する
ことなく、周囲の発泡体（中間層）９０６によって、径方向断面における中央付近に支持
される。しかし、加熱が終了した後においては、自然冷却のため、発泡は行なわれず、且
つ、樹脂全体がまだ硬化していないような時期が発生するため、この時期において、樹脂
が軟らかいこと、発泡後の気体が収縮すること等の理由により、第１部材９０２が当初の
目標位置よりも降下してしまう。
【００６６】
　図１６、図１７は、図１５（ｂ）に示す状態の後の状態（複合体９０１ａ、複合体９０
１ｂ）を示したものであり、それぞれ、その第１パターン、第２パターンを示している。
図１６では、中間層９０６の形が崩れ（中間層９０６ａ参照）、第１部材９０２の最下部
の外周面と、第２部材９０５の最下部の内周面とが接触してしまっている（図１６のＥ部
分参照）。また、第１部材９０２の上方においては、樹脂が充填されていない隙間（又は
発泡体の密度が低い部分）９０６ｈが生じる。また、図１７では、中間層９０６の形が崩
れ（中間層９０６ｂ参照）、第１部材９０２の最下部の外周面と、第２部材９０５の最下
部の内周面とは接触していないものの、第１部材９０２は、下方へ降下しており、第１部
材９０２の上方においては、やはり、樹脂が充填されていない隙間（又は発泡体の密度が
低い部分）９０６ｊが生じてしまっている。
【００６７】
　このように、第１部材９０２を全く支持せずに、発泡のための加熱を行なった場合には
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、第２部材９０５と第１部材９０２とが接触して電食が発生する可能性があり、また、隙
間又は発泡体の密度が低い部分が、第１部材９０２の上方に発生することで、ある程度の
補強機能を有する発泡体（中間層）９０６に関して設計通りの強度が得られない可能性が
ある。しかし、本発明に係る製造方法により、上記のように、簡易な構成により目標とす
る位置に第１部材２（内側部材）を配置でき、その結果、本実施形態のように、第１部材
がアルミニウム製で、第２部材が鋼製であるような場合に、第１部材における電食の発生
を防止でき、また、樹脂の発泡体３ｈに関して設計通りの補強効果が得られる。
【００６８】
　また、本実施形態に係る製造方法によると、例えば両端で第１部材を支持するような位
置決め装置を別途使用する必要もなく、組立時の部品点数が増加してしまうことがない。
また、例えば、第２部材の両端が覆われているような場合には、このような位置決め装置
を使用することもできないが、本実施形態に係る製造方法によると、そのような場合であ
っても、内側部材を目標の位置に配置できる。
【００６９】
　また、本実施形態に係る製造方法の加熱工程においては、非発泡樹脂４の少なくとも一
部は、第１部材２における最下部の外周面２ｔの少なくとも一部と、第２部材５における
最下部の内周面５ｔの少なくとも一部と、により上下方向に関して挟まれた状態となるの
で、径方向断面において一箇所で、第１部材２（内側部材）を下方から支持できるので、
少量の非発泡樹脂を用いて、簡易な構成により目標とする位置に内側部材を配置できる。
【００７０】
　また、本実施形態に係る製造方法において、非発泡材は、非発泡樹脂である。本実施形
態のように、第１部材２をアルミニウムとし、且つ、第２部材５を鋼製部材とした場合に
おいて、第１部材（アルミニウム）と第２部材（鋼製部材）とが、互いに通電可能な状態
になっていると、これらに電食（腐食）が発生してしまう。そして、例えば、非発泡材が
金属部材の場合には、第１部材及び第２部材が通電可能な状態になる。そこで、第１部材
２と第２部材５との隙間に非発泡樹脂を挟むことにより、これらが互いに通電可能な状態
を回避することができる。その結果、第１部材２及び第２部材５の電食を防止できる。
【００７１】
　また、本実施形態に係る製造方法において、第１部材２は、丸棒状であり、第２部材５
は、円筒状であるので、例えば、本実施形態に係る金属樹脂複合体１のように、第１部材
２及び第２部材５の軸中心を一致させることにより、径方向断面において第１部材２が第
２部材５の内側に偏りなく配置され（図１（ｂ）、図７参照）、強度に関して、方向依存
性の少ない金属樹脂複合体が得られる。
【００７２】
　また、本実施形態に係る製造方法において、発泡樹脂３には、ポリオレフィン、ポリウ
レタン、ポリスチレンのいずれかが含まれる。これらは、いずれも化学発泡剤の加熱発泡
温度とのバランスから最適と考えられる樹脂であるため、この構成により、いずれが含ま
れていても、良好な発泡が得られる。
【００７３】
　また、本実施形態に係る金属樹脂複合体１は、金属製で且つ棒状の第１部材２と、金属
製で且つ第１部材２が内部に挿入可能となるように筒状に形成された第２部材５と、中間
層６と、を有し、第１部材２は第２部材５の内部に挿入配置され、且つ、中間層６は第１
部材２の外側で且つ第２部材５の内側に配置されており、中間層６は、第１部材２が第２
部材５の内部に対して挿入設置され、且つ、第１部材２の外周面２ｓの少なくとも一部が
、発泡樹脂３及び非発泡樹脂４によって被覆された状態であって第１部材２及び第２部材
５の軸方向が水平方向に沿うように配置された状態において、加熱により発泡樹脂３を第
１部材２及び第２部材５の間で発泡させたものであるので、これによると、簡易な構成に
より、目標とする位置に内側部材を配置できる金属樹脂複合体が得られる。
【００７４】
　また、本実施形態に係る金属樹脂複合体１において、非発泡材が非発泡樹脂であること
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により、第１部材２及び第２部材５の電食を防止できる。
【００７５】
（変形例）
　次に、上記の実施形態に係る金属樹脂複合体の変形例について、上記の実施形態と異な
る部分を中心に説明する。なお、上記の実施形態と同様の部分については、同一の符号を
付してその説明を省略する。
【００７６】
　図８は、第１変形例に係る金属樹脂複合体の加熱前複合体における径方向断面概略図で
ある。図９は、第２変形例に係る金属樹脂複合体の加熱前複合体における径方向断面概略
図である。なお、図８、９は、図１（ａ）で説明すると、Ｂの範囲を拡大したものに相当
する。図１０は、第３変形例に係る金属樹脂複合体を示す斜視概略図である。図１１は、
第４変形例に係る金属樹脂複合体を示す斜視概略図である。図１２は、第５、６変形例に
係る金属樹脂複合体の加熱前複合体を示しており、（ａ）は、第５変形例に係る加熱前複
合体の径方向断面概略図、（ｂ）は、第６変形例に係る加熱前複合体の径方向断面概略図
である。図１３は、第７変形例に係る金属樹脂複合体の加熱前複合体における側面視概略
図であり、外側の第２部材を省略して示している。図１４は、図１３の隙間の大きさを説
明するための参考例を示す参考図であり、（ａ）は加熱前の状態を示す概略図、（ｂ）は
、加熱後の状態を示す概略図である。図１８は第１１変形例に係る金属樹脂複合体の径方
向断面概略図を示しており、（ａ）は加熱前の状態を示す断面概略図、（ｂ）は加熱後の
状態を示す断面概略図である。図１９は第１２変形例に係る金属樹脂複合体の径方向断面
概略図を示しており、（ａ）は加熱前の状態を示す断面概略図、（ｂ）は加熱後の状態を
示す断面概略図である。図２０は第１３変形例に係る金属樹脂複合体の径方向断面概略図
を示しており、（ａ）は加熱前の状態を示す断面概略図、（ｂ）は加熱後の状態を示す断
面概略図である。
【００７７】
（第１変形例）
　まず、図８を参照して第１変形例に係る金属樹脂複合体の製造方法について説明する。
なお、図８において符号１０２ｔ、１０４を付した部分は、それぞれ、上記の実施形態に
おいて符号２ｔ、４を付した部分に相当する。図８には加熱前複合体１０１ｐを示してい
る。本変形例においては、被覆工程において、第１部材１０２の外周面１０２ｓの全体が
接着剤層７ａにより被覆された状態となり、その結果、被覆工程において、第１部材１０
２の外周面１０２ｓの一部は、第１部材１０２と発泡樹脂１０３との間に接着剤層７ａが
挟まれている状態で、発泡樹脂１０３によって被覆された状態となる（図８参照）。この
ため、第１部材１０２と中間層とが強固に接着され、これらの間に隙間が発生しにくい製
品が得られる。
【００７８】
　また、本変形例においては、被覆工程において、第１部材１０２を（接着剤層７ａを介
して）被覆している発泡樹脂３の表面にさらに接着剤層７ｂが被覆された状態となる（図
８参照）。このため、第２部材５と中間層とが強固に接着され、これらの間に隙間が発生
しにくい製品が得られる。
【００７９】
　なお、本変形例においては、第１部材１０２の外周面１０２ｓの全体が接着剤層７ａに
より被覆された状態となっているが、第１部材と発泡樹脂との間に接着剤層が挟まれてい
る状態となっていればよく、このような形態には限られない。
【００８０】
（第２変形例）
　次に、図９を参照して第２変形例に係る金属樹脂複合体の製造方法について説明する。
なお、図９において、符号２０２、２０２ｓ、２０２ｔ、２０４、２０５ｔを付した部分
は、それぞれ、上記の実施形態において、符号２、２ｓ、２ｔ、４、５ｔを付した部分に
相当する。本変形例に係る製造方法には、第２部材２０５の内周面２０５ｓ全体に接着剤
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層７ｃが被覆された状態とする接着剤層被覆工程がさらに含まれる。図９には、接着剤被
覆工程を経た後の加熱前複合体２０１ｐを示している。これにより、第２部材２０５と中
間層とが強固に接着され、これらの間に隙間が発生しにくい製品が得られる。
【００８１】
　また、この場合には、本発明に係る金属樹脂複合体の製造方法に、接着剤層被覆工程が
さらに含まれ、被覆工程、設置工程、加熱工程、及び、接着剤層被覆工程は、例えば、次
のような順序で組み合わせることができる。
（１）接着剤層被覆工程→被覆工程→設置工程→加熱工程（本変形例）
（２）被覆工程→接着剤層被覆工程→設置工程→加熱工程
（３）接着剤層被覆工程→設置工程→被覆工程→加熱工程
（４）設置工程→接着剤層被覆工程→被覆工程→加熱工程
（５）接着剤層被覆工程→被覆工程（第一段階）→設置工程→被覆工程（第二段階）→加
熱工程
（６）被覆工程（第一段階）→接着剤層被覆工程→設置工程→被覆工程（第二段階）→加
熱工程
（７）被覆工程（第一段階）→設置工程→接着剤層被覆工程→被覆工程（第二段階）→加
熱工程
　なお、これらの工程の前後及び各工程間に別の工程が設けられていてもよい。
【００８２】
　また、本変形例においては、接着剤被覆工程において、第２部材２０５の内周面２０５
ｓ全体に接着剤層７ｃが被覆された状態となるが、第２部材の内周面の少なくとも一部に
接着剤層が被覆された状態となればよく、接着剤層は内周面の一部に被覆されても良い。
【００８３】
（第３変形例）
　次に、図１０を参照して第３変形例に係る金属樹脂複層体について説明する。なお、図
１０において、符号３０２ｓを付した部分は、上記の実施形態において、符号２ｓを付し
た部分に相当する。上記の実施形態においては、第１部材は丸棒状に形成されているが、
本変形例に係る金属樹脂複合体３０１のように、第１部材３０２には貫通孔３０２ｈが形
成されていることにより、第１部材３０２が丸筒状に形成されていてもよい。
【００８４】
（第４変形例）
　次に、図１１を参照して第４変形例に係る金属樹脂複合体について説明する。なお、図
１１において、符号４０２ｓ、４０５ｓ、４０６を付した部分は、それぞれ、上記の実施
形態において、符号２ｓ、５ｓ、６を付した部分に相当する。上記の実施形態においては
、第１部材は丸棒状に、第２部材は円筒状に形成されているが、本変形例に係る金属樹脂
複合体４０１のように、第１部材４０２が角棒状に、第２部材４０５が角筒状に形成され
ていてもよい。また、図示はしないが、第１部材には貫通孔が形成されていることにより
、第１部材が角筒状に形成されていてもよい。これによると、単純な形状とすることで、
第１部材及び第２部材を容易に製造できる。
【００８５】
（第５、６変形例）
　次に、図１２を参照して、第５、６変形例に係る金属樹脂複合体について説明する。な
お、図１２において、符号５０１ｐ、５０４、６０１ｐ、６０４を付した部分は、それぞ
れ、上記の実施形態において、符号１ｐ、４、１ｐ、４を付した部分に相当する。上記の
実施形態においては、加熱工程において、非発泡樹脂４は、第１部材２における最下部の
外周面２ｔの一部と、第２部材５における最下部の内周面５ｔの一部と、により上下方向
に関して挟まれた状態となっているが、このような形態には限られず、第５変形例のよう
に、加熱工程において、径方向断面において、第１部材２及び第２部材５の最下部から周
方向に関して両回転方向に（９０度以内の範囲で）移動した位置に、二つの非発泡樹脂５
０４，５０４が配置されるようにしてもよい（図１２（ａ）参照）。このようにすること
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によって、内側の第１部材２を、非発泡樹脂によって下方から支持することができ、簡易
な構成により、目標とする位置に内側部材を配置できる。
【００８６】
　また、第６変形例のように、加熱前複合体６０１ｐにおいて、非発泡樹脂６０４が、第
１部材２における最上部の外周面の一部と、第２部材５における最上部の内周面の一部と
、により上下方向に関して挟まれた状態となっていてもよい（図１２（ｂ）参照）。ここ
で、非発泡樹脂６０４は、第２部材５に対して接着されており、第１部材２は、非発泡樹
脂６０４に対して接着されている。すなわち、第１部材２が、上方から吊り下げられた状
態となっている。また、上記の実施形態とは逆に、発泡樹脂３は、第１部材２の下方より
の位置に被覆されている。このようにすることによっても、内側の第１部材２を、非発泡
部材によって支持することができ、簡易な構成により、目標とする位置に内側部材を配置
できる。
【００８７】
（第７変形例）
　次に、図１３を参照して第７変形例について説明する。なお、図１３において、符号７
０２ｓを付した部分は、上記の実施形態において、符号２ｓを付した部分に相当する。上
記の実施形態においては、被覆工程において、発泡樹脂の軸方向の長さは、それぞれ、第
１部材の軸方向の長さとほぼ等しく、且つ、発泡樹脂は、第１部材の軸方向に沿って配置
されている。しかし、このような形態には限られず、本変形例のように、発泡樹脂７０３
の軸方向の長さは、第１部材７０２の軸方向の長さに比べて短く、且つ、複数の発泡樹脂
７０３が、互いに離隔しつつ、同一軸線上に配置されてもよい。
【００８８】
　ここで、複数の発泡樹脂７０３の間の、軸方向に関しての間隔Ｗ１の大きさについて図
１４を参照して説明する。図１４は、参考例を示した参考図であり、外側の筒状の第２部
材８０５、内側の棒状の第１部材８０２、第１部材８０２に被覆された発泡樹脂８０３、
を有して構成されている。そして、この参考例に係る複合体を加熱すると、加熱前の状態
（図１４（ａ））から、加熱後の状態（図１４（ｂ））となる。加熱後の状態においては
、発泡樹脂８０３が発泡して、発泡体８０６になっており、発泡体８０６の軸方向の幅Ｗ
ｂは、発泡樹脂の軸方向の幅Ｗａよりも大きくなっている。ここで、例えば、以下の（１
）乃至（４）の条件下で発泡させると、ＷｂのＷａに対する比は、式１のようになる。
　（１）第１部材８０２の外径：２５ｍｍ
　（２）第２部材８０５の外径：３０ｍｍ
　（３）発泡樹脂８０３の厚み：１ｍｍ
　（４）発泡樹脂８０３の発泡倍率：４倍
　　　Ｗｂ／Ｗａ＝１．５　　（式１）
　すなわち、図１３におけるＷ１の大きさは、発泡による発泡樹脂の幅の前後比を考慮し
て決定すればよい。このようにしてＷ１を適切に設定することにより、加熱後の金属樹脂
複合体において、軸方向に関しての発泡体の隙間を無くすことができる。なお、図１４に
おいて、符号８０２、８０３、８０５、８０６を付した部分は、それぞれ、上記の実施形
態において、符号２、３、５、６を付した部分に相当する。
【００８９】
　また、他の変形例（第８変形例）として、被覆工程において、第１部材を被覆する発泡
樹脂には、未発泡状態（発泡が完了していない状態）の発泡可能樹脂（発泡が完了してい
ないためにさらに発泡が可能な状態）が含まれ、加熱工程においては、当該発泡可能樹脂
の発泡を行ってもよい。これによると、第１部材及び第２部材が直接接触することをより
確実に抑止できる。
【００９０】
　また、その他の実施例（第９変形例）として、発泡樹脂には、酸変性ポリオレフィンが
含まれていてもよい。これにより、発泡樹脂に酸変性ポリオレフィンが含まれることで発
泡樹脂と金属との親和性が高くなる。そのため、発泡後の発泡樹脂と第１部材及び第２部
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材との接着強度が増大し、位置ずれが生じにくくなる。
【００９１】
　また、さらに他の実施例（第１０変形例）として、発泡樹脂には、有機変性された薄片
状無機質粉末が含まれていてもよい。これにより、発泡樹脂に有機変性された薄片無機質
粉末が含まれることで微細発泡が可能となり、且つ、発泡樹脂層の強度が増す。そのため
、発泡後の発泡樹脂と第１部材および第２部材との粘着性が向上し、位置ずれが生じにく
くなる。
【００９２】
（第１１変形例）
　次に、図１８を参照して第１１変形例に係る金属樹脂複合体の製造方法について説明す
る。なお、図１８において、符号１００３ｈ、１００６を付した部分は、それぞれ、上記
の実施形態において、符号３ｈ、６を付した部分に相当する。図１８（ａ）には加熱前複
合体１００１ｐを示し、図１８（ｂ）には加熱後の金属樹脂複合体１００１を示している
。本変形例においては、第１部材１００２の上面及び下面に、位置決めのための二つの支
持部材（非発泡材）８が配置されている。二つの支持部材８は、押し出し加工（押し出し
成型）により、第１部材１００２と一体に形成されたものであり、第１部材１００２と同
様にアルミニウム製である。すなわち、第１部材１００２及び支持部材８は押出形材であ
る。第１部材１００２は、支持部材８により位置決めされ、第２部材１００５の中心付近
に配置される（図１８（ａ）参照）。また、発泡樹脂１００３は、発泡後に、第１部材１
００２と第２部材１００５との間に隙間ができないように、第１部材１００２に対して被
覆されている。金属樹脂複合体はこのようなものであってもよい。これにより、第１部材
（又は第２部材）とは別に非発泡材を準備する必要がなくなるので、部品点数が減少する
。そのため、加熱前複合体の準備作業が簡易なものとなる。なお、本実施形態では、支持
部材が、第１部材と一体に形成されているが、支持部材は、第２部材と一体に形成されて
いてもよい。
【００９３】
　なお、本変形例に係る金属樹脂複合体の製造方法において、「被覆工程」には、(i)押
し出し加工により第１部材及び支持部材を一体的に形成すること、並びに、(ii)第１部材
の外周面（又は第２部材の内周面）に発泡樹脂を配置すること、が含まれる。
【００９４】
（第１２変形例）
　次に、図１９を参照して第１２変形例に係る金属樹脂複合体の製造方法について説明す
る。なお、図１９において、符号１１０３ｈ、１１０６を付した部分は、それぞれ、上記
の実施形態において、符号３ｈ、６を付した部分に相当する。図１９（ａ）には加熱前複
合体１１０１ｐを示し、図１９（ｂ）には加熱後の金属樹脂複合体１１０１を示している
。本変形例においては、第１部材１１０２の両側面及び下面に、位置決めのための三つの
支持部材（非発泡材）８が配置されている。三つの支持部材８は、押し出し加工により、
第１部材１１０２と一体に形成されたものである。第１部材１１０２は、支持部材８によ
り安定して位置決めされ、第２部材１１０５の中心付近に配置される（図１９（ａ）参照
）。また、発泡樹脂１１０３は、発泡後に、第１部材１１０２と第２部材１１０５との間
に隙間ができないように第１部材１１０２に対して被覆されている。金属樹脂複合体はこ
のようなものであってもよい。
【００９５】
（第１３変形例）
　次に、図２０を参照して第１３変形例に係る金属樹脂複合体の製造方法について説明す
る。なお、図２０において、符号１２０３ｈ、１２０６を付した部分は、それぞれ、上記
の実施形態において、符号３ｈ、６を付した部分に相当する。図２０（ａ）には加熱前複
合体１２０１ｐを示し、図２０（ｂ）には加熱後の金属樹脂複合体１２０１を示している
。本変形例においては、第１部材２の下面に、位置決めのための二つの支持部材（非発泡
材）８が配置されている。二つの支持部材８は、押し出し加工により、第１部材１２０２
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と一体に形成されたものである。第１部材１２０２は、支持部材８により安定して位置決
めされて、第２部材１２０５の中心付近に配置される（図２０（ａ）参照）。また、発泡
樹脂１２０３は、発泡後に、第１部材１２０２と第２部材１２０５との間に隙間ができな
いように第１部材１２０２に被覆されている。金属樹脂複合体はこのようなものであって
もよい。
【００９６】
　また、第１１乃至第１３変形例では、支持部材８が、第１部材と共に、押し出しにより
形成されているが、このようなものには限られず、支持部材８が、第２部材と共に、押し
出しにより形成されてもよい。また、支持部材８（非発泡材）は、第１部材を予め位置決
めするために、第１部材の上面、下面、又は側面に対して、適宜溶接又は接着により、一
体的に取り付けられてもよい。このようにすることによっても、金属樹脂複合体の製作が
容易になる。また、上記の支持部材は、非発泡樹脂であってもよい。
【実施例】
【００９７】
　次に、本発明にかかる金属樹脂複合体の実施例について説明する。本実施例においては
、金属部材と発泡樹脂との間に接着剤層を挟まずに、金属樹脂複合体を製造し、第１部材
と第２部材との接着状態を確認した。その結果を表1に示す。表において、含有量とは、
「発泡樹脂」における含有量である。なお、本実施例において使用した材料を以下に示す
。
（ａ）マトリックス樹脂(ポリプロピレン)：プライムポリマー（登録商標）製　Ｆ－７４
４ＮＰ
（ｂ）マレイン酸変性 ポリプロピレン：三洋化成（登録商標）製　ユーメックス１００
１
（ｃ）有機変性モンモリロナイト：ホージュン（登録商標）製　エスベンＮＸ
（ｄ）発泡剤：永和化成（登録商標）製　ＡＤＣＡ　ＡＣ＃Ｒ
【００９８】
【表１】

　なお、表中の（１）（２）は、発泡樹脂に、酸変性ポリオレフィンとして、マレイン酸
変性ポリプロピレンが含まれた金属樹脂複合体の実施例を示しており（第９変形例参照）
、表中の（１）は、発泡樹脂に、有機変性された薄片状無機質粉末が含まれた金属樹脂複
合体の実施例を示している（第１０変形例参照）。また、表中の（３）は、発泡樹脂に酸
変性ポリオレフィンが含まれず、且つ、発泡樹脂に有機変性された薄片状無機質粉末が含
まれていない金属樹脂複合体の実施例（上記の実施形態参照）を示している。
【００９９】
　表１の（２）に示すように、発泡樹脂に、酸変性ポリオレフィンとして、マレイン酸変
性ポリプロピレンが入ると、酸変性ポリオレフィンが含まれない場合に比べて、接着状態
が向上する。また、表１の（１）に示すように、発泡樹脂に、有機変性された薄片状無機
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質粉末が含まれると、有機変性された薄片状無機質粉末が含まれない場合に比べて、接着
状態が向上し、第１部材が外れにくくなる。
【０１００】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限られるも
のではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々に変更して実施することができ
るものである。
【０１０１】
　例えば、上記の実施形態においては、本発明に係る金属樹脂複合体を自動車のドアビー
ムへ適用するものとして説明しているが、このようなものには限られず、本発明に係る金
属樹脂複合体は、例えば吸音性を有する排水管等、他の用途にも適用できる。また、上記
の例は一例であり、例えば、各部材の長さ、発泡樹脂及び非発泡樹脂の配置などについて
は、自由に設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本実施形態に係る金属樹脂複合体の、加熱前及び加熱後の状態を示しており、（
ａ）は加熱前複合体を示す径方向断面概略図、（ｂ）は加熱後の金属樹脂複合体を示す径
方向断面概略図。
【図２】図１（ａ）のＡ－Ａ’矢視図に相当する側面視概略図（外側の第２部材を省略し
ている）。
【図３】図１における内側の第１部材の斜視概略図。
【図４】本実施形態に係る金属樹脂複合体の製造方法における、被覆工程経過後の状態を
示す斜視概略図。
【図５】本実施形態に係る金属樹脂複合体の製造方法における、設置工程を説明するため
の斜視概略図。
【図６】本実施形態に係る金属樹脂複合体の製造方法における、設置工程経過後の状態を
示す斜視概略図。
【図７】本実施形態に係る金属樹脂複合体の製造方法における、加熱工程経過後の金属樹
脂複合体を示す斜視概略図。
【図８】第１変形例に係る金属樹脂複合体の加熱前複合体における径方向断面概略図。
【図９】第２変形例に係る金属樹脂複合体の加熱前複合体における径方向断面概略図。
【図１０】第３変形例に係る金属樹脂複合体を示す斜視概略図。
【図１１】第４変形例に係る金属樹脂複合体を示す斜視概略図。
【図１２】第５、６変形例に係る金属樹脂複合体の加熱前複合体を示しており、（ａ）は
、第５変形例に係る加熱前複合体の径方向断面概略図、（ｂ）は、第６変形例に係る加熱
前複合体の径方向断面概略図。
【図１３】第７変形例に係る金属樹脂複合体の加熱前複合体における側面視概略図。
【図１４】図１３の隙間の大きさを説明するための参考例を示す参考図であり、（ａ）は
加熱前の状態を示す概略図、（ｂ）は、加熱後の状態を示す概略図。
【図１５】参考例に係る金属樹脂複合体における加熱前及び加熱中（加熱直後）の状態を
示しており、（ａ）は加熱前複合体を示す径方向断面概略図、（ｂ）は加熱中（加熱直後
）の金属樹脂複合体を示す径方向断面概略図。
【図１６】参考例に係る金属樹脂複合体において、加熱後であって図１５（ｂ）からさら
に時間が経過した後の状態（第１パターン）を示す径方向断面概略図。
【図１７】参考例に係る金属樹脂複合体において、加熱後であって図１５（ｂ）からさら
に時間が経過した後の状態（第２パターン）を示す径方向断面概略図。
【図１８】第１１変形例に係る金属樹脂複合体の、加熱前及び加熱後の状態を示しており
、（ａ）は加熱前複合体を示す径方向断面概略図、（ｂ）は加熱後の金属樹脂複合体を示
す径方向断面概略図。
【図１９】第１２変形例に係る金属樹脂複合体の、加熱前及び加熱後の状態を示しており
、（ａ）は加熱前複合体を示す径方向断面概略図、（ｂ）は加熱後の金属樹脂複合体を示
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す径方向断面概略図。
【図２０】第１３変形例に係る金属樹脂複合体の、加熱前及び加熱後の状態を示しており
、（ａ）は加熱前複合体を示す径方向断面概略図、（ｂ）は加熱後の金属樹脂複合体を示
す径方向断面概略図。
【符号の説明】
【０１０３】
１，３０１，４０１　　金属樹脂複合体
１ｐ，１０１ｐ，２０１ｐ，５０１ｐ，６０１ｐ　　加熱前複合体
２，１０２，２０２，３０２，４０２，７０２　　第１部材
２ｓ，１０２ｓ，２０２ｓ，３０２ｓ，４０２ｓ，７０２ｓ　　外周面
２ｔ，１０２ｔ，２０２ｔ　　最下部の外周面
３，１０３，７０３　　発泡樹脂
３ｈ　　発泡体
４，１０４，２０４，５０４，６０４　　非発泡樹脂（非発泡材）
５，２０５，４０５　　第２部材
５ｓ，２０５ｓ，４０５ｓ　　内周面
５ｔ，２０５ｔ　　最下部の内周面
６，４０６　　中間層
７ａ，７ｂ，７ｃ　　接着剤層
８　　支持部材（非発泡材）

【図１】 【図２】



(21) JP 5133126 B2 2013.1.30

【図３】 【図４】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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